
日向神話朗読劇制作・普及啓発業務委託に係る審査委員会設置要領 

 

（設置） 

第１条 この要領は、日向神話朗読劇制作・普及啓発業務委託企画提案競技に関し、公正

かつ適正な審査を実施するために審査委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（委員会の業務） 

第２条 委員会は次に掲げる業務を行う。 

（１）提出された企画提案書について、別に定める審査基準に基づいた内容の審査及び最 

 も優れた企画を提案した者の選定 

（２）その他委員会の目的を達成するための必要な事項 

 

（委員会の決定等） 

第３条 前条の委員会の業務に係る決定等は、委員長及び委員の合議による。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、別表第１に掲げる委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、関係書類の持ち回りにより会議の開催とする。 

 

（委員の責務） 

第６条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、審査等の過程において知り得た情報を公表してはならない。 

 

附則 

この要領は、令和７年 12 月 16 日から施行し、委員会の目的を達したときは、効力を失う。 

 

別表第１（第４条関係） 

委員長           みやざき文化振興課 課長 

委員 みやざき文化振興課 課長補佐 

委員 みやざき文化振興課 主幹（文化振興担当） 

委員 みやざき文化振興課 文化振興担当（３名） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 審査基準表 
 
 

 

審査項目 

 

審 査 の 視 点 

 

配点 

項目１ コンセプト 本事業の趣旨について理解し、仕様書に沿った提

案内容となっているか。 
２０ 

項目２ 企画・内容 日向神話への関心を高める、親しみやすい提案に

なっているか。 

２０ 

項目３ デザイン 多くの方の興味・関心を惹きつけるデザインとな

っているか。 

２０ 

項目４ 広報 効果的な広報展開ができる提案か。 ２０ 

項目５ 業務実施体制 計画的な業務スケジュールが組まれているか。 ５ 

項目６ 積算の妥当性 

経費の積算に無駄がなく妥当であるか。 ５ 

提案価格に優位性はあるか。 

(配点(5 点)×最低価格／提案価格) 
５ 

項目７ 実績 同種の業務を請け負った実績があるか。 ５ 
 

 審査方法 

 (1) 審査員は各審査項目について、総合的に審査し、採点する。 

 (2) 全ての審査員の点数を合計し、最高点数の業者に決定する。 

 (3) 審査の結果、合計点数が同じ場合は、以下の優先順位に従って業者を決定する。 

  ① 最高点（タイを含む）の採点をした審査員数が多い。 

  ② 最高点（タイを含まない）の採点をした審査員数が多い。 

  ③ 審査員が協議の上、業者を決定。  

 (4) 提案者が１者の場合、提案者の合計点が満点（100 点×審査員数）の６割に達した 

 ときは、最優秀提案者とする。 


